
在
宅
育
児
の
負
担
を
軽
減

在
宅
育
児
の
負
担
を
軽
減

ふ
く
い
勝
山
在
宅
育
児
応
援
手
当
支
給
事
業

ま
ず
は
お
問
い
合
せ
く
だ
さ
い

　

令
和
２
年
９
月
よ
り
、
子
ど
も
が
２
人

以
上
で
、
特
に
子
育
て
の
負
担
が
大
き
い

低
年
齢
児
（
０
〜
２
歳
児
）
を
家
庭
で
子

育
て
す
る
在
宅
育
児
世
帯
に
対
し
て
、
経

済
的
な
負
担
の
軽
減
を
図
る
た
め
、
在
宅

育
児
応
援
手
当
を
支
給
し
ま
す
。

　

支
給
対
象
と
な
る
か
確
認
が
必
要
で
す

の
で
、
ま
ず
は
福
祉
・
児
童
課
ま
で
電
話
、

メ
ー
ル
な
ど
で
お
問
い
合
せ
く
だ
さ
い
。

対
象
と
な
る
子
ど
も
▼
９
月
１
日
現
在
で

当
市
に
住
民
登
録
が
あ
り
、
世
帯
内
の

第
２
子
以
降
で
、
生
後
８
週
間
を
超
え

満
３
歳
に
満
た
な
い
子
ど
も
（
生
活
保

護
受
給
子
ど
も
を
除
く
）

支
給
対
象
▼
次
の
要
件
を
全
て
満
た
す
者

①
当
市
に
住
民
登
録
の
あ
る
児
童
手
当
な

ど
の
受
給
者

②
本
人
・
配
偶
者
と
も
に
育
児
休
業
給
付

金
・
手
当
金
を
受
給
し
て
い
な
い

③
対
象
と
な
る
子
ど
も
を
保
育
所
な
ど
に

入
所
さ
せ
て
い
な
い

④
父
母
の
市
町
村
民
税
所
得
割
合
算
額
が

５
万
７
７
０
０
円
（
ひ
と
り
親
等
世
帯

に
あ
っ
て
は
７
万
７
１
０
１
円
）
未
満

⑤
生
活
保
護
を
受
け
て
い
な
い

⑥
本
人
・
配
偶
者
と
も
に
暴
力
団
関
係
者

や
公
序
良
俗
に
反
す
る
者
で
な
い

支
給
額
▼
対
象
と
な
る
子
ど
も
一
人
あ
た

り
月
額
１
万
円

支
払
時
期
▼
２
月
、
６
月
、
10
月

申
請
期
限
▼
８
月
31
日
㈪

申
請
場
所
▼
す
こ
や
か

問
福
祉
・
児
童
課
（
す
こ
や
か
内
）

☎
87
‐
０
７
７
７

E-m
ail

：jidou@
city.katsuyam

a.lg.jp

一人で悩まず　気軽に相談を一人で悩まず　気軽に相談を
こころほっと相談会 悩みごと総合相談日

　新型コロナウイルス感染症の対応などによるストレス
や、ひきこもり、不登校、健康、就労、生活困窮に関す
る相談会を開催します。
　日曜日に開催しますので、平日に時間が取れない方は
ぜひご利用ください。
と　き▶８月23日㈰　午後１時30分～３時30分
相談方法▶電話での相談または会場で対面相談（要予約）

電話相談 ☎87-0777、☎87-0888

対面相談
要予約

☎87-0888

すこやか集団健診室（1番窓口）
※ マスクの着用をお願いします。
また、体調がすぐれない場合は、
電話でご相談ください

内 　容▶ストレス、ひきこもり、不登校、健康、就労、
生活困窮に関する相談
相 談者▶臨床心理士、保健師、生活困窮者自立相談支援
機関相談員、福祉職員　ほか
問福祉・児童課（すこやか内）　☎87 ｰ 0777
　健康長寿課（すこやか内）　☎87 ｰ 0888

　心の病気や治療、人間関係・家族関係、
借金や離婚問題、法律問題など内容に応じ
て、専門家がお一人約30分の個別相談をお
受けします。
　相談には予約が必要です。下記までお申
し込みください。
と　き▶9月6日㈰　午後１時～5時
ところ▶奥越健康福祉センター
申込締切▶8月28日㈮
申・問奥越健康福祉センター
　　 ☎66-2076

特集　ウィズコロナの時代を生きる
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ひ
と
り
親
世
帯
臨
時
特
別
給
付
金

ひ
と
り
親
世
帯
臨
時
特
別
給
付
金

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

対
策
と
し
て
、
ひ
と
り
親
世
帯
に

給
付
金
を
支
給
し
ま
す
。

　

こ
の
給
付
金
は
、
児
童
扶
養
手

当
を
申
請
さ
れ
て
い
な
い
ひ
と
り

親
世
帯
の
方
も
対
象
と
な
り
ま

す
。

　

下
記
フ
ロ
ー
チ
ャ
ー
ト
で
、
基

本
給
付
・
追
加
給
付
の
対
象
に
な

る
方
は
、
申
請
が
必
要
で
す
。

　

令
和
２
年
６
月
分
の
児
童
扶
養

手
当
の
支
給
を
受
け
て
い
る
方
に

は
別
途
通
知
を
送
付
し
て
い
ま

す
。

　

申
請
書
な
ど
は
、
す
こ
や
か
窓

口
と
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
配
布
し

て
い
ま
す
。

申
請
期
間
▼
８
月
17
日
㈪
〜
令
和

３
年
２
月
26
日
㈮

申
請
場
所
▼
す
こ
や
か

準
備
物
▼
本
人
確
認
書
類
（
運
転

免
許
証
、
健
康
保
険
証
な
ど
）、

受
取
口
座
の
通
帳
ま
た
は

キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
の
写
し
、

申
請
者
お
よ
び
扶
養
義
務
者
の

収
入
が
確
認
で
き
る
書
類
な

ど
、（
児
童
扶
養
手
当
の
認
定

を
受
け
て
い
な
い
場
合
）
申
請

者
と
児
童
の
戸
籍
謄
本
、（
障

が
い
の
状
態
を
確
認
す
る
場

合
）特
別
児
童
扶
養
手
当
証
書
、

障
害
年
金
に
係
る
年
金
証
書
な

ど
問
福
祉
・
児
童
課
（
す
こ
や
か
内
）

☎
87
‐
０
７
７
７

基
本
給
付

給
付
額
▼
１
世
帯
５
万
円

※
第
２
子
以
降
は
１
人
に
つ

き
３
万
円

給
付
対
象
▼
令
和
3
年
3
月

末
時
点
で
18
歳
ま
で
の
児

童
ま
た
は
20
歳
未
満
で
一

定
の
障
が
い
が
あ
る
児
童

追
加
給
付

給
付
額
▼
１
世
帯
５
万
円

給
付
対
象
▼
下
記
の
フ
ロ
ー

チ
ャ
ー
ト
で
追
加
給
付
の

対
象
に
な
る
世
帯

給付対象確認フローチャート

スタート
令和２年６月分の児童扶養手
当が支給されていますか？

次のいずれかに該当しますか？
• 公的年金等受給により令和
2年６月の手当が全部停止
となっている
• 児童扶養手当の申請をして
いれば、公的年金等受給に
より令和2年6月分の手当
が全額または一部停止にな
ると見込まれる

給付金を申請する時点で児童扶養手当の受給資格者ですか？

給付金の対象外

　平成30年中の収入（非課税年金含む）
が次の表の額未満ですか？
支給制限限度額（表１）
扶養人数 申請者 扶養義務者
1人 365万円 420万円

※ 2人目以降は、扶養人数が1人増えるご
とに47万5,000円を加算

基本給付の対象
申請必要

申請書と収入額の申立書
を提出してください。
※ 扶養義務者がいる場合、
全員の申立書が必要

基本給付の対象
申請必要

申請書と収入額の申立書
を提出してください。
※ 扶養義務者がいる場合、
全員の申立書が必要
※ 令和2年2月以降の任意
の月を無収入とした場
合、収入状況の詳細に
ついて記載した申立書
が必要

基本給付の
対象
申請不要

新型コロナウイルスの影
響で家計が急変し、令和
2年2月分以降の収入が
減少しましたか？

追加給付の対象
申請必要

※生活保護世帯は対象外

追加給付の対象外

新型コロナウイルスの影響で家計が急変し、令和２年２月以降
の任意の月の収入（１か月）を12倍した金額が表1の額未満で
すか？

用語解説　扶養義務者▶申請者の同居の父母、祖父母、兄弟姉妹など
　　　　　受給資格者▶基本給付の給付対象を監護し、離婚や死別などの状態にあるもの

はい

はい

はい
はい

いいえ

いいえ

いいえ

はい
いいえ

いいえ

いいえ

さらに

さらに はい

給
付
金
で
ひ
と
り
親
世
帯
を
支
援

持続可能なまちへ持続可能なまちへ
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